
－中山間地域を守るみなさまを支援します－ 

第５期対策 
（令和２年度～令和６年度） 

令 和 ２ 年 １ 月 

令和２年度版 

 
 
   集落の話し合いにより、協定農用地と集落の将来像を明確化し、第５期対策期

間を超えても農業生産活動が継続されることを促すため、体制整備単価（10割単
価） の要件を「集落戦略の作成」に一本化。 

 

   協定参加者の減少や高齢化、担い手不足といった中山間地域等が抱える課題に
対応し、農業生産活動の継続に向けたより前向きな取組への支援を強化するため,
「集落機能強化加算」、「生産性向上加算」を新設するとともに、「集落協定広
域化加算」を拡充。 

 

   令和元年８月に施行された棚田地域振興法に対応するため、対象地域に「指定
棚田地域」を追加し、認定棚田地域振興活動計画に基づく活動を支援するため、
「棚田地域振興活動加算」を新設。 

 

   農業者等が第５期対策に安心して取り組んでいただけるよう、農業生産活動等
の継続ができなくなった場合（病気・高齢や自然災害などのやむを得ない場合を
除く）の遡及返還の対象農用地を協定農用地全体から当該農用地に見直し。 

 第５期対策 ４つのポイント 

1 

2 

3 

4 

〔 Ｒ２.１.２７時点・未定稿 〕 



はじめに 

  中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域に

おける農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支

援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、平成27

年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法

律」に基づいた安定的な措置として実施されています. 

 

皆さまが地域で取り組んでおられる農業生産活動は、洪水や土

砂崩れを防ぐ、美しい風景や生き物のすみかを守るといった広く

国民全体に及ぶ効果をもたらすものです。 

このような取組の重要性にかんがみ、中山間地域等直接支払制

度では、国が費用の半分を負担し、地方自治体を通じた支援を

行っています。 

 

令和２年度からは、第５期対策が開始されます。皆さまの地域

の農業生産の維持・発展や地域の活性化に、本制度を有効にご活

用ください。 
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 左上：徳島県美馬市、右上：長野県長野市、左下：長崎県松浦市、右下：宮崎県日南市 
みまし ながのし まつうらし にちなんし 

中央左上：千葉県鴨川市 中央右上：北海道中富良野町 中央左下：長野県飯島町 
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中央右下：新潟県十日町市 

 三重県熊野市 
くまのし 
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１．制度の対象となる地域及び農用地 

 地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地 

(１) 対象地域 

① 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」
「半島振興法」「離島振興法」「沖縄振興特別措置法」「奄美群島振興開発 

 特別措置法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」「棚田地域振興法」等※に
よって指定された地域 

② ①に準じて、都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域 

(２) 対象農用地 

① 急傾斜地（田：１/20以上、畑・草地・採草放牧地：15°以上） 
② 緩傾斜地（田：１/100以上１/20未満、畑・草地・採草放牧地：８°以上15°未満） 
③ 小区画・不整形な田 
④ 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地 
⑤ 積算気温が低く、草地比率の高い草地 
⑥ ①～⑤の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地 

２．対象者 

集落等を単位とする協定を締結し、５年間農業生産活動等を継続する農業者等 

注）農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域)内に存する一団の農用地を対象 

中山間地域等直接支払制度とは① 

 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管
理していくための取決め（協定）を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場
合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。 

※ 「等」は「東日本大震災復興特別区域法」 

注）小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地の場合は、緩傾斜の単価と 
  同額になります。 

３．交付単価 

地 目 区   分 
交付単価 
（円/10a） 

田 
急傾斜（1/20以上） 21,000 

緩傾斜（1/100以上) 8,000 

畑 
急傾斜（15°以上） 11,500 

緩傾斜（  8°以上） 3,500 

地 目 区   分 交付単価 
（円/10a） 

草 地 

急傾斜（15°以上） 10,500 

緩傾斜（  8°以上） 3,000 

草地比率の高い草地(寒冷地) 1,500 

採草放牧地 
急傾斜（15°以上） 1,000 

緩傾斜（  8°以上） 300 

４．交付金の使途 

交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。 
（使途は、予め協定に定めておく必要があります。） 

２ 

↑ 第５期対策より追加 次頁参照 



中山間地域等直接支払制度とは② 

３ 

第５期対策から  従来の地域振興８法に棚田地域振興法を追加 

〇 これまでの地域振興８法に加えて、令和元年８月に施行された棚田地域振興法

の「指定棚田地域」が対象地域に追加されました。 

 

〇 ただし、同法の趣旨を踏まえ、８法地域外の指定棚田地域における対象農用地

は、 「指定棚田地域の指定申請書」において「保全を図る棚田等」に位置付けら

れた農用地のうち、急傾斜農用地及び同農用地と物理的に連担した緩傾斜農用

地（急傾斜農用地と同一の集落協定内において、通作、水管理等上流の急傾斜

農用地を維持する上で必要な一団の緩傾斜農用地に限る。）となります。 

集落協定の事務作業が一部の者に集中していないか、事務作業を担う者への
報酬が適正な水準となっているか等について、協定参加者で点検・確認を行い
ましょう。 

事務作業の担い手がいない等の場合は、集落協定の広域化等による専従職員
の配置や、交付金を活用して外注することも検討しましょう。 

中山間地域等直接支払制度 留意点 

 本制度の実施に当たっては、以下の点についてご留意下さい。 

集落協定の内容に変更が生じた場合、集落協定の変更手続きを行ってください。 

変更手続きが必要か、不明な場合には、市町村にご相談ください。 

第５期対策から  第５期対策における留意点 

集落協定の事務作業が一部の者に集中していないか、事務作業を担う者へ
の報酬が適正な水準となっているか等について、協定参加者で点検・確認を
行いましょう。 

事務作業の担い手がいない等の場合は、集落協定の広域化等による専従職
員の配置や、交付金を活用した事務の外注化を検討しましょう。 

集落協定に定められた活動内容が適切に行われなかった場合、交付金の返
還となることもありますので、協定の活動内容や協定農用地の範囲について、
協定参加者で確認しましょう。 

集落協定の内容に変更が生じた場合、集落協定の変更手続きを行ってくださ
い。 

変更手続きが必要か、不明な場合には、市町村にご相談ください。 

（１） 事務負担の軽減について 

（３） 集落協定の変更手続の励行 

（２） 農業生産活動等の適切な実施について 



 協定に定める活動内容が、①の「農業生産活動等を継続するための活動」のみ
の場合は交付単価の８割、①に加えて②の「体制整備のための前向きな活動」を
行う場合は交付単価の10割を交付します。 

 Ａ要件・Ｂ要件・Ｃ要件の中から１つを選択  

集団的かつ持続可能な体制整備（Ｃ要件） 

こんな活動をすれば交付を受けられます 

【 農業生産性の向上（Ａ要件） 】 
  以下の項目から、２つ以上選択して実施。（①又は⑤については、より高い目標を設定する場合、

それ1つのみを選択することで可となります） 

 ①機械・農作業の共同化  ②高付加価値型農業      ③生産条件の改良 
 ④担い手への農地集積    ⑤担い手への農作業の委託 
【 女性・若者等の参画を得た取組（Ｂ要件） 】 
  協定参加者に、女性、若者、NPO等を１名以上新たに加え、以下の項目から１つ以上選択

して実施。 
 ○新規就農者による営農  ○農産物の加工・販売   ○消費・出資の呼び込み 
【 集団的かつ持続可能な体制整備（Ｃ要件） 】 

協定参加者が活動等の継続が困難となった場合に備え、活動を継続できる体制を構築。 

【機械の共同利用】 【そばの栽培】 【農家による簡易な整備】 

【新規就農の相談】 【ゆずの加工】 【体験農園】 

※詳細やご不明な点については裏表紙のお
問い合わせ先にご相談下さい。 

 ・農業生産活動等 
   例：耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動（泥上げ、草刈り等） 

 ・多面的機能を増進する活動 
   例：周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護 

 ①農業生産活動等を継続するための活動：基礎単価（単価の８割を交付） 

 ②体制整備のための前向きな活動：体制整備単価（①＋②の活動により単価の10割を交付） 

第４期対策まで 

第５期対策から  集落戦略の作成 

① 期間について、第５期対策の協定期間のその先という趣旨により、「10～15年後」から「６～10
年後」に変更。 

② 第４期までの「合計15ha以上」又は「集落連携・機能維持加算に取り組む」の要件は廃止 
② 集落における農業生産活動等を継続する上でのボトルネック（課題）を絞り込み、対応策の方
向性を明確化するため、様式を見直し。 

③ 第５期対策期間中の農業生産活動等の継続のためのサポート体制を明記 
  （なお、これまでのＣ要件と異なり、結果として農業生産活動等の継続が困難となった農用地
が発生した場合でも、協定農用地全体の遡及返還とはなりません）。 

  
 集落戦略については、中間年（令和４年度）までに作成し、必要に応じて市町村が指導しつつ、
協定期間中に作成を了する必要があります。 

 ・集落戦略の作成     

 中山間地域において農業や集落の維持を図っていくためには、協定参加者が
地域の将来や地域の農地をどのように引き継いでいくか話し合いを行うことが
重要です。 
 そのため、第５期対策から、体制整備単価（10割単価）を受給する要件を、
６～10年後の将来を見据えた「集落戦略の作成」としています。 

集落戦略の作成について 

－集落戦略の内容－ 

１.協定農用地の将来像 
２.協定農用地の将来像を踏まえた 
   集落の現状 
３.集落の現状を踏まえた対策の方向性 

４.具体的な対策に向けた検討 
５.今後の対策の具体的内容 
   及びスケジュール 
６.農業生産活動等の継続のための支援体制 

← ５期対策より 以下を参照 

（※ 作成しやすいよう、「〇」を記入する形式を基本として、事務負担の軽減を図っています） 

４ 

 集落戦略とは、協定農用地の将来像並びに、協定農用地を含む集落全体の将
来像、課題及び対策について、協定参加者で話し合いを行いながら作成してい
ただく、集落全体の指針です。 

〇 中山間地域において農業や集落の維持を図っていくためには、協定参加者が地域の将
来や地域の農地をどのように引き継いでいくか話し合いを行うことが重要です。 

   このため、第５期対策から、体制整備単価（10割単価）を受給する要件を、「A、B、C要件
から一つ選択」から「集落戦略の作成」に一本化しています。 

第５期対策から 



５ 

①それぞれの農地の将来像について 該当する
箇所に「○」を記入して下さい。 

②「〇」及び必
要に応じて具
体名を記入し
て下さい。 

集落戦略の記載例① 

【記載例】 

１．協定農用地の将来像 

２．協定農用地の将来像を踏まえた集落の現状  ※複数選択可能 
 

協定農用地一筆単位で記載 
１．協定農用地の将来像 

地番 地目 
面積 
（m2） 

現況 管理者 

農用地の将来像（6～10年後を想定して記入） 

管理者
が引き
続き耕
作 

後 継 者
が 耕 作
を継承 

担 い 手
等 に 引
き受けて
もらう予
定（受け
手 が 決
まってい
る） 

担 い 手
等 に 引
き受けて
もらうこ
とを希望
（受け手
が決まっ
て い な
い） 

農 地 中
間 管 理
機 構 へ
の 貸 付
を希望 

草 刈 り
等 の 管
理のみ 

そ の 他
（具体的
に記載） 

１００－１ 田 800 耕作 農林 太郎 ○             

１００－２ 畑 500 耕作 農林 次郎   ○           

集落の現状 担い手の詳細 

  担い手等が確保できており、耕作を継続していく 

  

  農業者（協定内）【具体名：〇〇】※ 

  農地所有適格法人、農業生産組織等（協定内）【具体名：〇〇】※ 

  農業者（協定外）【具体名：〇〇】※ 

  農地所有適格法人、農業生産組織等（協定外）【具体名：〇〇】※ 

  担い手等が確保できているが、すべての委託希望は受けられない 

  

  農業者（協定内）【具体名：〇〇】※ 

  農地所有適格法人、農業生産組織等（協定内）【具体名：〇〇】※ 

  農業者（協定外）【具体名：〇〇】※ 

  農地所有適格法人、農業生産組織等（協定外）【具体名：〇〇】※ 

〇 担い手等が確保できていない 

〇 耕作を継続していきたいが、耕作条件の悪い農地がある 

耕作を継続していきたいが、農業所得が低い 

耕作を継続していきたいが、法面や水路・農道等の管理が過重な負担となっている 

  鳥獣被害が深刻であり、耕作意欲が減退している 

  
集落の自治（コミュニティ）機能が低下しており、生活に支障・不安が生じている 
（具体的に記載） 
具体的内容：〇〇～ 

  その他（自由記載） 

※「○」とした場合に記入 

※「○」とした場合に記入 

※【具体名：〇〇】は記載が可能な場合に記入 

③意向につい
て 記入して下
さい。 

④具体的に書
ける場合は 記
入して下さい。 



６ 

⑤「〇」を記入
して下さい。 

集落戦略の記載例② 

【記載例】 

３．集落の現状を踏まえた対策の方向性  ※複数選択可能 

４．具体的な対策に向けた検討 
 ※「３．集落の現状を踏まえた対策の方向性」で「対策は不要」とした場合は、記載不要 
 ※複数選択可能 

１．協定農用地の将来像 

※「○」とした場合に記入 

※「○」とした場合に記入 

⑥「〇」を記入
して下さい。 

⑧「〇」及び必
要に応じて具
体名を記入し
て下さい。 

３．集落の現状を踏まえた対策の方向性  ※複数選択可能 

対策の方向性 担い手の詳細 

  耕作放棄の懸念はなく、集落の課題もないことから、対策は不要 

  協定内で担い手を育成・確保 

  
  農業者 

  農地所有適格法人、農業生産組織等 

  新規就農者 

〇  協定外で担い手を確保 

  
  農業者（協定外） 

〇 農地所有適格法人、農業生産組織等（協定外） 

〇 基盤整備等により耕作条件を改善 

農産物の高付加価値化により所得の向上を図る 

新たな作物の導入により所得の向上を図る 

省力化技術の導入や外注化等により労働負担の軽減を図る 

  耕作継続が困難な農用地の林地化 

〇 放牧利用による農用地の管理 

  鳥獣被害防止対策の実施 

  集落の自治（コミュニティ）機能の強化 

  その他（自由記載） 

４．具体的な対策に向けた検討 ←「３．集落の現状を踏まえた対策の方向性」
で「対策は不要」とした場合は、記載不要  ※複数選択可能 

検討を要する事項 

  特に懸念はなく、協定参加者で実施していく 

〇 協定参加者だけでは検討が困難であり、外部（市町村・都道府県を含む）からの助力を得たい 

  他の協定との広域化を考えたい 

〇 中山間地域等直接支払交付金の加算措置を活用したい 

〇 対策に活用可能な補助事業等を紹介してほしい 

  その他（自由記載） 

※「○」とした場合に記入 

※「○」とした場合に記入 

５．今後の対策の具体的内容及びスケジュール（決まり次第記載）  
 ※「３．集落の現状を踏まえた対策の方向性」で「対策は不要」とした場合は、記載不要 

（記載例） 

令和２年度から「農地耕作条件改善事業」により、小区画農地の基盤整備を実施す
る予定。 

６．農業生産活動等の継続のための支援体制  
第５期対策の期間中に、協定農用地において農業生産活動等の継続が困難な農用地が発生した場合の支援体制 

（記載例） 
・農地所有適格法人〇〇が支援する  ・ＪＡ〇〇が支援する 
・集落営農組織〇〇が支援する ・農業者〇〇が支援する  
・協定参加者で役割分担しつつ、農用地の維持管理を行う 

※結果として、当該農用地で農業生産活動等の継続が困難となった場合には、当該農用地分のみ、交付金の返
還が必要となる（本人の病気や高齢化、家族の病気など、不可抗力等の場合は交付金の返還は免除）。 

⑦記載可能で
あれば 記入し
て下さい。 

第５期対策期間中の農業生産活動等の継続のための支援体制 

  農地所有適格法人が支援する 【具体名：〇〇】 

  ＪＡが支援する 【具体名：〇〇】 

〇 集落営農組織が支援する  【具体名：農林水産営農法人】 

  農業者が支援する  【具体名：〇〇】 

  協定参加者で役割分担しつつ、農用地の維持管理を行う  

  その他（自由記載） 

※上記の支援体制によってもなお、当該農用地で農業生産活動等の継続が困難となった場合には、集落協定代表
者は、速やかに市町村、農業委員会等に当該農用地に対する利用権の設定等又は農作業受委託の斡旋等を申し
出ることとする。 

※結果として、当該農用地で農業生産活動等の継続が困難となった場合には、当該農用地分のみ、交付金の返還
が必要（本人の病気や高齢化、家族の病気など、不可抗力等の場合は交付金の返還は免除）。 



超急傾斜 

急傾斜 
 

緩傾斜 
 

認定棚田地域振興活動計画（認定計画）に基づき、棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算 

 ４ページの活動に加え、地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行う場
合には、交付単価に所定額が加算されます。 

  超急傾斜地（田：1/10以上、畑：20°
以上）の農用地の保全や有効活用に取
り組む場合、該当の農用地面積に加算
します。 

［加算額］ 

田・畑 

6,000円/10a 

加算措置について① 

 ② 超急傾斜農地保全管理加算 

石積み保全活動 

棚田オーナー制度 景観作り 

土壌流出防止 

 既に地域で取り
組んでいる活動が
あれば、それが加
算の対象活動にな
ります。 

超急傾斜農地(田) 超急傾斜農地(畑) 

① 農地を保全する活動（１つだけ実施でも可） 

※ 超急傾斜農地保全管理加算は、４ページの「農業生産活動等を継続するための活動 
 （基礎単価）」に加え、加算対象活動を行えば加算されます。 
 「農産物の販売を促進する活動」は、市町村と協力して実施することができます。 

７ 

② 農産物の販売を促進する活動等（１つだけ実施でも可） 

【対象活動の例（①､②からそれぞれ１つは実施）】 

既存の活動 

 既に地域で取り
組んでいる活動が
あれば、それが加
算の対象活動にな
ります。 

既存の活動 

又
は 

又
は 

又
は 

又
は 

 集落戦略の策定 

① 棚田地域振興活動加算（新設） 
地目にかかわらず 10,000円/10a 

 認定棚田地域振興活動計画に基づく指定
棚田地域振興活動を実施する場合、該当の
農用地面積に加算します。 
（田1/20以上、畑15°以上） 
 

 ※棚田地域振興活動加算を受ける場合、 
  集落機能強化加算、生産性向上加算 
  との重複は不可 

［加算額］         ※上限額なし 

［対象活動の例］ 
 

○棚田オーナー制度 
○棚田体験学習 
 （田植え、稲刈り、わら
細工等） 

○棚田の価値、歴史の語り
部の育成、継承 

○棚田の生き物観察会、 
棚田ウォーク 

○棚田農泊、棚田キャンプ 
〇棚田を活用した企業研修 
○棚田環境 
 （植栽、法面の石積み、
ライトアップ等） 

 など 

棚田オーナー制度による 
棚田地域振興活動 

目標設定 

① 指定棚田地域の指定申請（都道府県） 

＜棚田地域振興法の手続の流れ＞ 

② 協議会の設置（市町村） 

①～③の各々について、目標を 
定量的に一つ以上定める。 

③ 指定棚田地域振興活動計画の作成・
認定申請（協議会、市町村） 

④ 認定棚田地域振興活動計画に基づく
活動の実施（協議会） 

地域住民や棚田オーナー、観光関係団体など、
棚田での活動に関わる多様な主体で構成。 

外形的要件：1/20以上の一団の棚田が1ha以上 

棚田等の保全と地域の振興に資する活動を記
載。 

① 棚田等の保全 
② 棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の

維持・発揮 
③ 棚田を核とした棚田地域の振興 

① 棚田等の保全 
② 棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の

維持・発揮 
③ 棚田を核とした棚田地域の振興 

対象協定： 体制整備単価の集落協定のみ 

対象農地： 認定計画に「指定棚田地域振興活動を通じて保全を
図る棚田等」に位置付けられている棚田等で、田で
あれば1/20以上、畑であれば15度以上の農地 

     ※ 超急傾斜・集落機能強化・生産性向上の各加算と
の重複はできません。 

単 価 ： 10,000円/10a（田、畑）  

上限額 ： なし 

取組期間： １～５年 

目標設定： ア「棚田等の保全に関する目標」 
イ「棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の維持

・発揮に関する目標」 
 ウ「棚田を核とした棚田地域の振興に関する目標」 

超急傾斜農地の保全等の取組を行う場合に加算 

② 超急傾斜農地保全管理加算（継続） 

対象協定： 集落協定、個別協定 

対象農地： 田であれば1/10以上、畑であれば20 度
 以上の農地  

単 価 ： 6,000円/10a（田、畑）  

上限額 ： なし 

取組期間： １～５年 

目標設定： ア「超急傾斜農地の保全」 
 イ「超急傾斜農地で生産される農作物

の販売促進等」 

ア～ウ各々について、定量的な目標を一つ以上定めます。その中には集落機能強化 
（人材の確保を含む）及び生産性向上に関する目標を含める必要があります。 

ア、イの各々に 
ついて、目標を 
定量的に一つ以上 
定めます。 

石積み保全活動 

［対象活動の例］ 

第５期対策から 



加算措置について② 

※ 地域営農体制緊急支援試行加算は、４ページの「農業生産活動等を継続するための活動 
 （基礎単価）」に加え、加算対象活動を行えば加算されます。 ８ 平成29年度から 

［対象活動の例］ 
 

○ 自走式草刈機による
法面管理 

 

○ ドローンを活用した   
農薬散布 など 

自走式草刈機の導入 

ドローンによる農薬散布 

【人材活用体制整備型】 

 新たな人材の確保、営農以外の組織との
連携体制の構築等を行う場合、協定農用地
全体に加算します。 

【スマート農業推進型】 

 農地の集積・集約や所得向上、省力化技
術の導入等の取組を行う場合、協定農用地
全体に加算します。 

担い手を支える地域の体制の強化に取り組む協定に対し、試行的な加算措置を
実施します。 

［加算額］ 

地目にかかわらず 6,000円/10a 

第５期対策から 
棚田地域振興活動加算、集落機能強化加算、 
生産性向上加算の追加 

④ 集落機能強化加算 

⑤ 生産性向上加算 

［加算額］      ※上限額：200万円 

地目にかかわらず 3,000円/10a 

地目にかかわらず 3,000円/10a 

［加算額］      ※上限額：200万円 

［対象活動の例］ 
 

○インターンシップ、営農ボラ
ンティア、農福連携 

○コミュニティサロンの開設 
○地域自治機能強化活動 
 （高齢者の見回り、送迎、  
買物支援等） 

 など 
地域運営組織と連携した 
高齢者世帯の雪下ろし作業 

① 集落協定広域化加算 

【集落協定の広域化支援】 

地目にかかわらず 

3,000円/10a 

 複数集落(2集落以上)が連携して広域の協定を
締結し、中心的な役割を担う人材を確保して、
農業生産活動等を維持するための体制づくりを
行う場合、協定農用地全体に加算します。 

［加算額］ 

Ａ 集 落 

Ｂ 集 落 

Ｃ 集 落 
（本制度の実施、 
 未実施を問わない） 

（本制度の実施、 
 未実施を問わない） 

（本制度の実施集落） 

Ａ集落がＢ・Ｃ集落と広域の集落協定を締結して
活動を実施 

第５期対策から 
〇 目標設定 
  ア 取組期間が単年である場合  ：主導的な役割を担う人材を確保した上で、集落協定の広域化による体

制強化そのものを目標に設定します。 
  イ 取組期間が複数年である場合：主導的な役割を担う人材を確保した上で、広域化後の協定で達成する

目標を定量的に一つ以上定めます。 
〇 第４期対策の「集落連携・機能維持加算」にあった「概ね50戸以上」要件は廃止します。 
〇 中山間直接支払の未実施集落の農用地を含めて広域化を行う場合には、当該農用地の最低面積を検討
中です。 （例えば７ha←都府県の集落協定平均面積（13ha）の半分）。 

〇 「主導的な役割を担う人材の確保」については、現行の集落協定参加者の中から確保することでも可能と
したいと考えています。 

〇 第４期対策における「小規模・高齢化集落支援」については、取組実績数が少ないこと等を踏まえ、廃止し
ます。 

 集落協定広域化加算について 

  他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、当該協定に基づく活動において 
  主導的な役割を担う人材を確保した上で、取組を行う場合に加算 

③ 集落協定広域化加算（拡充） 

対象協定：体制整備単価の集落協定のみ 

対象農地： 集落協定農用地  

単 価 ： 3,000円/10a（地目にかかわらず） 

上限額 ： 200万円/年度 

取組期間： １～５年 

目標設定：  
 ア 取組期間が単年である場合 
  主導的な役割を担う人材を確保した上で、
 集落協定の広域化による体制強化そのものを
 目標に設定します。 
 イ 取組期間が複数年である場合 
  主導的な役割を担う人材を確保した上で、
 広域化後の協定で達成する目標を定量的に一
 つ以上定めます。  

新たな人材の確保や集落機能（営農に関するもの以外）を強化する取組を行う場合に加算 

④ 集落機能強化加算（新設） 

対象協定： 体制整備単価の集落協定のみ 

対象農地：集落協定農用地 

単 価 ：3,000円/10a（地目にかかわらず）  

上限額 ：200万円/年度 

取組期間： １～５年 

目標設定： 目標を定量的に一つ以上定める。 

地域自治機能強化活動のイメージ 

【集落機能強化型】 

 主として営農を実施してきた集落が、地域
の公的な役割も担う団体(地域運営組織等)を
設立するなど、集落機能を強化する取組を行
う場合、協定農用地全体に加算します。 

旧村の住民自治活動組織など 
・農業振興 ・文化交流 ・環境保全 
・防災機能 ・健康福祉 ※複数の部会で組織 

※中山間地域等直接支払、多面的機能支払と連携 

２階＝自治 
（コミニュティを担う中枢部） 

自治（コミニュティ機能） 

【２階部分】 

地域住民のコミニ
ュティ活動・自治
の単位 

農業体験が 

したいなぁ 

営農ボランティア 

将来、移住できたら   

     いいなぁ～ 

農事組合法人 

・米生産部門 

・野菜生産部門 
× 

運営協議会 

・レストラン 

・加工・直売 

【１階部分】 

旧農協＋商工会の
活動の後継として
の集落営農法人等 

支
援 

農業生産・加工・流通・販売                                          

歓迎するよ♪ 

一緒にがん
ばろうよ！ 

営農ボランティアのイメージ 

第５期対策から 第４期までの「広域化後50戸以上」の要件は廃止 



［対象活動の例］ 
 

○農産物のブランド化、加工、販売 
○担い手への農地集積、集約、農作業の委託 
○機械、農作業の共同化 
○農作業の省力化                      など 

ドローンによる防除作業 

〇 加算を受けるには、基本体制整備単価である必要がありますが、超急傾斜農地保全管理加
算に限り、基礎単価の場合であっても活用が可能です（第４期対策と同じ）。 

○ 複数の加算を実施する場合、活動の効率化が図られることから、上乗せする加算の単価は
定められた単価から1,000円/10aを減額することとなります。 

〇 各加算措置を活用する場合、その取組によって達成する目標を定量的に定めます。この目
標は、協定参加者の話し合いにより設定していただきますが、都道府県の第三者委員会の
機能を活用し、目標の妥当性の確認やブラッシュアップを図ります。 

〇 複数の加算措置を活用する場合、加算措置ごとに異なる取組・目標とする必要があり、同一
の取組・目標に対して複数の加算措置を受けることはできません。 

加算措置について③ 

ドローンによる農薬散布 

担い手を支える地域の体制の強化に取り組む協定に対し、試行的な加算措置を
実施します。 

第５期対策から  加算措置の留意点について 

９ 

Point 3 

Point 4 

 生産性向上を図る取組を行う場合に加算 

⑤ 生産性向上加算（新設） 

対象協定： 体制整備単価の集落協定のみ 

対象農地：集落協定農用地 

単 価 ：3,000円/10a（地目にかかわらず）  

上限額 ：200万円/年度 

取組期間： １～５年 

目標設定： 目標を定量的に一つ以上定める。 

Point 1 

Point 2 

自走式草刈機の導入 

第５期対策から 



交付金の返還について 

 ５年間の協定期間中に農業生産活動等が行われなくなった場合には、原
則として協定の認定年度に遡って、当該農用地についての交付金を返還し
ていただくことになります。 
 
 ただし、協定に参加する農業者の病気・高齢や自然災害などのやむを得
ない事由がある場合には、この交付金返還の義務が免除されます。 

交付金の返還を免除する場合 

詳細やご不明な点については、裏表紙のお問い合わせ先にご相談下さい。 

◎ 次のいずれかに該当する場合は、交付金の返還が免除されます。 

 （その場合、当該年度以降の交付金の交付は行いません。） 
 

○ 農業者の死亡、高齢又は農業者本人若しくはその家族の病気その

他これらに類する事由により農業生産活動等の継続が困難な場合  

○ 自然災害の場合※ 

 ○ 農業者等が農業用施設を建設する場合 

 ○ 公共事業により資材置き場等として一時的に使用される場合 

 ○ 地域再生法に基づく地域農林水産業振興施設、又は、整備誘導施

設の用地とする場合                    等 

   ※災害から復旧する計画を作成いただいた場合、交付金が引き続き交付されます。      
◎ 次の場合は、該当する農用地分についての交付金のみを返還する

必要がありますが、それ以外の協定農用地についての交付金は、返

還の対象になりません。 
 

 ○ 新規就農者、農業後継者その他の協定に定められた活動に参加

する者の住宅用地とする場合 

 ○ 林業又は水産業関連施設の用地とする場合 

 ○ 合計15ha以上の集落協定、又は、集落連携・機能維持加算に取

り組む集落協定が、集落戦略を作成した場合（詳細はＰ．８を参

照）                          等 
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第５期対策から 

〇 上記の交付金の返還が免除となる場合以外で、農業生産活動等の継続が
できなくなった場合における遡及返還の対象農用地は、「協定農用地全体」か
ら「当該農用地」に変更となります。 

 
〇 なお、多面的機能を増進する活動や水路・農道等の維持管理、体制整備単
価要件（集落戦略の作成）、加算措置の取組目標といった協定参加者全体で
達成すべきものについては、第４期対策と同様、達成できなかった場合には、
基礎単価分（８割）、体制整備分（２割分）、加算分それぞれについて、協定農
用地全体が遡及返還の対象となります。 

遡及返還の対象農用地を 
協定農用地全体から当該農用地に変更 



手続きの流れ 

国（地方農政局等） 

都道府県 

交付金交付の流れ 

国費（1/2） 
※（ ）内は負担割合 

国費＋都道府県費 

個人配分 共同取組活動 

集落協定 個別協定 

国費＋都道府県費＋市町村費 

 
 
○ 集落協定：対象農用地において農業生産活動等を

行う複数の農業者等が締結する協定。 
 
○ 個別協定：認定農業者等が農用地の所有権等を有

する者と利用権の設定や農作業受委託
を受けるかたちで締結する協定。 

市町村 

集落の様々な共同取
組活動に充当 
 
 共同利用機械の購入等      
 にも活用できます。 

個々の協定参加者に
配分 
 
一農業者当たりの受給額
の上限は500万円。 【集落共同の水路清掃】 

・ 協定に基づき、活動を
実施します。 

① 協定の作成 

② 協定の提出（市町村が認定） 

③ 活動の実施 

④ 実施状況の確認（市町村が実施） 

・ 集落の現状、目標、役割
分担等を地域で話し合い、
集落として目指すべき方
向やそのための活動内容、
交付金の使用方法等を定
めた協定を作成します。 

・ 市町村が活動の実施状況を確認します。 
 
 
 

協定の作成と活動の実施 

【集落での話合い】 

・ 作成した協定を市町村に提出(注)し、市町
村長が認定します。 

 
 （注）協定は、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関す 
   る法律」に基づく事業計画と一緒に提出 
 

 

 

 
 

○ 交付金は、市町村に交付申請書を提出し、
交付決定を受けた後、集落の活動内容や活
動実績に応じて支払われます。 

○ 活動の実施が確実であると見込まれる集落
等については、交付金の早期交付を受ける
ことができます。（詳細は裏表紙を参照） 

 協定の提出（集落→市町村）期限：8／31 
            
 協定の認定（市町村→集落）期限：9／30 

  実施状況の確認（市町村）期限：10／31   

☆協定には、２つの種類があります。 

（1/4） （1/2） 

（1/2） （1/4） （1/4） 
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☆交付金の支払い 

平成31年度から 

 ※ 交付金は予算の範囲内で交付します。 

〇 集落協定における所得超過者において、協定内
の他者の農用地における農業生産活動等を引き
受けている場合には、当該農用地の面積分につい
て、個人配分が可能となります。（個別協定におけ
る所得超過者の取扱と同様にしました。） 

第５期対策から 



【東北局管内】 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

  022-263-1111（内線4059）（東北農政局農村振興部農村計画課）  

【関東局管内】 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 
        山梨県、長野県、静岡県 

  048-600-0600（内線3415）（関東農政局農村振興部農村計画課）  

【北陸局管内】 新潟県、富山県、石川県、福井県 

  076-263-2161（内線3436）（北陸農政局農村振興部農村計画課）  
【東海局管内】 岐阜県、愛知県、三重県 

  052-201-7271（内線2558）（東海農政局農村振興部農村計画課）  
【近畿局管内】 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

  075-451-9161（内線2440）（近畿農政局農村振興部農村計画課）  
【中四局管内】 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、 
        愛媛県、高知県 

  086-224-4511（内線2532）（中国四国農政局農村振興部農村計画課）  

【九州局管内】 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 

  096-211-9111（内線4632）（九州農政局農村振興部農村計画課）  

【沖縄総合事務局管内】 沖縄県 

  098-866-0031（内線83348）（沖縄総合事務局農林水産部農村振興課） 

【農水本省管内】 北海道 

    03-3501-8359（直通）（農林水産省農村振興局地域振興課） 

〇中山間地域等直接支払交付金は、市町村が事業計画の認定を行っています。この

ため、交付金を受けるに当たっての実務的な内容に関するお問い合わせについて

は、最寄りの市町村にご相談ください。 

〇本パンフレットや中山間地域等直接支払交付金の制度に関するお問い合わせにつ

いては、最寄りの地方農政局等にご相談ください。 

 お問い合わせ先 

〈パンフレット作成〉 
 
農林水産省農村振興局農村政策部地域振興課 
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 
 TEL 03-3501-8359（直通） 
 FAX 03-3592-1482 
  https://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/ 

～ 交付金の早期交付について ～ 

  本交付金は、集落協定に定めた活動を支援するものであり、協定が市町村長

の認定を受けていれば、実施状況の確認前であっても、年度初めから交付が可

能です。交付金の早期交付を希望される場合は、市町村にご相談ください。 


